
 子育てのための施設等利用給付認定(新２号認定)について  

  

保育の必要性の認定（新２号認定）を受けた場合、通常の保育料に加え、次

の保育料が無償化の対象となります。 

 対象となるためには、事前に申請の手続きが必要です。 

 必要書類等は、裏面をご確認ください。 

 

幼稚園の預かり保育を利用する 

○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大で月額 11,300 円までの範

囲で保育料が無償になります。 

 ○ 認定申請の手続きは、各園でのご案内となります。 

 

 

新２号認定の基準 

○その保護者（母親・父親）が下記のいずれかの条件に該当する場合です。た

だし、家庭で保育できると認められる場合は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問い合わせ先：常滑市役所こども保育課 0569－47－6113（直通） 

預かり保育利用前に、以下の書類を、利用園に、園が指定する日までに提出

してください。 

認定申請に必要な書類 

○ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 

○ 証明書（就労証明書、申立書等）（添付書類を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預かり保育利用後、以下の書類を、常滑市役所こども保育課に、支払い月の５

日（土日・祝日の場合は、前開庁日）までに、提出してください。 

請求に必要な書類＊常滑市ホームページ（幼児教育・保育の無償化）よりダウンロードできます。 

○施設等利用費請求書（償還払い用）＊ 

○領収書 及び 支援提供証明書等 ＊ 

○その他（認定申請時の未提出書類） 

 ※認定申請に必要な書類が未提出の場合、お支払いができません。 

 

支払いは、年４回（７月、10月、１月、４月）になります。 

※令和６年４月～令和７年３月に利用した分は、令和７年４月４日（金）までに請

求してください。まとめて（例：４～８月分を 10 月に）請求することもできます。 


